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１．日本ブランドの作り上げと発信 平成25年９月現在

９
月 秋

12
月

通常国会

政府一体的に取り組む体制の構築（今夏）

1観光庁その他関係省庁の実務担当者による国際広報強化連絡会議「ビジット・ジャパン、クールジャパン合同ワーキンググループ」等を随時開催し、政府一体となった広報に向け、活動

共同・連携計画の作成、実施、国際広報強化連絡会議「ビジット・ジャパン、クールジャパン合同ワーキンググループ」の開催、（１）オール
実施状況等を踏まえ、必要な取組を引き続き実施

道産食品等の情報とあわせ北海道の観光情報を放送関係者と連携して海外に発信し、
道産品輸出拡大に加えて、東南アジア等の新たな観光需要を喚起

実施状況等を踏まえ、必要な取組を引き続き実施
共同行動計画に基づき
具体的な連携実施

観光庁、日本政府観光局（ＪＮＴＯ）、経済産業省、
日本貿易振興機（ＪＥＴＲＯ）の４者にて共同行動
計画を策定（6月20日）

引き続き 各国との定期的な政策対話の設定
9月26日：日韓地方観光交流サミット

2

3

クールジャパン推進会議関係府省連絡会議におけるアクションプランの実施状況の確認、
クールジャパン推進会議アクションプランの実施カレンダーの適宜更新

（１）オ ル
ジャパン体
制による連
携の強化・

拡大

実施状況等を踏まえ、必要な取組を引き続き実施
8月：コ・フェスタ実行委員会を設置 9月：コ・フェスタアンバサダーを組織、留学生等の協力により、海外に向けた情報発信を展開

10月：コ・フェスタ関連イベントにおけるバイヤー・メディア招請を実施

引き続き、各国との定期的な政策対話の設定
9月26日：日韓地方観光交流サミット
10月末：日越観光強力委員会

日本ブランド向上及び観光促進に資するコンテンツの活用

実施状況等を踏まえ、必要な取組を引き続き実施タスクフォースからの情報収集および関係省庁への情報共有

5

6

7

4

(株)海外需要開拓支援機構による案件組成に向けた取り組み(株)海外需要開拓支援機構の早期立ち上げ

ローカライズ・プロモーション支援の実施、テレビ番組の国際共同制作の支援、日本ブランド向上及び観光促進に資するコンテンツの活用

左記の実施状況を踏まえ、必要な取組を引き続き実施
クールジャパン推進会議における「アクションプランの実施について（詳細実施計画）」に基づき、

魅力的な文化芸術の創造・発信などの関連施策を実施

地域の文化財等について、保存、整備を図るとともに、観光資源として積極的に国内外へ発信し、活用地域の文化財等について、情報発信・活用方法の検討を実施

8

9

10

世界スカウトジャンボリーの開催を契機として、
青少年の国際交流に係る事業をより一層推

日本ジャンボリーの開催を契機として、青少年の国際交流に係る事業をより一層推進青少年の国際交流に係る事業を実施

「JENESYS2.0」及び「KAKEHASHI Project -The Bridge for Tomorrow-」の実施

地域住民と森林づくり活動を行う「木の文化を支える森」を全国各地に設定

（２）クール
ジャパンと

体とな た

実施状況等を踏まえ、必要な取組を引き続き実施 11

左記の実施状況を踏まえ、改善を図りつつ実施

日本文化の海外への紹介（文化専門家・芸術家等の派遣、公演、講演、実演、展覧会、映画上映、
テレビ番組放映、図書展参加、書籍翻訳出版等の実施・支援）

芸術文化の総合的な振興のために必要な施策実施、芸術作品の海外発信に資するクールジャパン関連施策実施

ロケ地を観光資源として活用した先進的な取組事例の情報収集を行い、ロケ誘致を契機として地域活性化を目指す地域への情報共有を実施

各地のフィルムコミッションが持つ情報を集約したポータルサイトや冊子を活用し、国内外に向け情報提供を実施

関係者とも連携のうえ 地域でのロケ撮影受け入れ体制整備推進のための検討を実施。

12

世界各地のニーズ調査・把握

一体となった
日本ブランド

の発信

実施状況等を踏まえ、必要な取組を引き続き実施
①海外での日本食・食文化フェスティバルを通じた理解促進 ②海外の日本食・食文化普及人材の育成
③日本食文化週間の開催 ④広報メディア、ＷＥＢ等を活用した魅力発信、理解促進 ⑤日本食・食文化普及推進 等

結果分析・
フォローアップ

成田・羽田・中部・関西の４空港
同時キャンペーンを実施

訪日外国人を対象に日本産酒類（日本酒・焼酎）をＰＲするキャン
ペーンを実施するための準備と調整（空港会社、酒造

業界等への説明、キャンペーンコンテンツの準備、広報等）

・ガイドブックの多言語化（9月下旬） ・外国人留学生や在日外国人等の情報発信力を活用したＳＮＳ訪日キャンペーンの実施（11月予定）

13

14

関係者とも連携のうえ、地域でのロケ撮影受け入れ体制整備推進のための検討を実施。

日本産木材、木製品の魅力を発信

実施状況等を踏まえ、必要な取組を引き続き実施
・ガイドブックの多言語化（9月下旬） ・外国人留学生や在日外国人等の情報発信力を活用したＳＮＳ訪日キャンペーンの実施（11月予定）

・訪日プロモーション映像について「コ・フェスタ留学生アンバサダー」にヒアリングを実施
・留学生へのヒアリングを踏まえた訪日プロモーション映像、ウェブサイトの反映 ・官民連携した情報発信

実施状況等を踏まえ、必要な取組を引き続き実施
ラスベガスで開催予定のWorld Routes 2013にて、訪日プロモーションを実施（10月）

ビジット・ジャパン事業を戦略的に連携させた訪日プロモーションの継続実施

実施状況等を踏まえ、必要な取組を引き続き実施韓国との「日韓交流促進計画」に基づく、地方への双方向交流の取組を実施
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15

16

官民一体となった海外旅行需要喚起に向けた取組の推進

（３）新たな視点
に立った訪日プ
ロモーションの実

施 17
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２．ビザ要件の緩和等による訪日旅行の促進 平成25年９月現在

９
月 秋

12
月

通常国会

調査結果を踏まえつつ，一定の要件を満たした外国人の長期滞在を可能とする制度の導入について検討諸外国の制度について調査

18引き続きビザ発給要件の緩和の是非を検討
残るASEAN諸国民に対するビザ発給
要件の緩和の是非について検討

一部のASEAN
諸国民に対するビザ
発給要件の緩和

（１）ビザ要件
の
緩和

宿泊施設、交通機関、観光案内所等について、外国人旅行者向けの情報提供の充実策について検討、実施

19

20

ガイドラインの普及促進
関係者等へのアンケート調査
等の実施及びガイドラインの

策定・活用方法の検討

次年度に向けた
具体策のとりまとめ

有識者、宿泊事業者により構成する研究会を設置し、
課題の整理、情報発信のあり方について検討（２）利用しや

すい宿泊施設
や交通機関の

周知
21

実施状況等を踏まえ、必要な取組を引き続き実施

外国クルーズ船社への周知等

全国の港湾管理者等による
外航クル ズ船の誘致活動を支援

ワンストップ窓口の設置
（平成25年6月3日）

全国クルーズ活性化会議
（平成25年7月29日）

22
23

テンプレート及びＪＮＴＯの外国人向けサイトの随時見直し、
強化を図る

日本の受入環境に関する基礎情報のテンプレートを作成し、
ＪＮＴＯ海外事務所を通じて、各国のガイドブック出版社等に提供する

周知

・検討結果等を踏まえた上で
クルーズ会社等への要請

・実施状況等を踏まえ、必要な

取組を引き続き実施
調査結果の公表クルーズ実態調査の実施

更なる利用促進策の検討
クル クルーズ会社等からの

要望への対応
クルーズ会社等への要請

24

外航クルーズ船の誘致活動を支援

旅客船ターミナルの整備等

の開催支援（３）クルーズ
の

振興

23

首都圏空港の更なる機能強化

今後もオープンスカイの対象を拡大しつつ、各国との間で戦略的に推進

成田空港の発着３０万回実現

羽田空港国際線３万回増枠の実現首都圏空港の
機能強化

成田空港におけるLCC専用ターミナルの整備

関西空港における新たなLCC専用ターミナル等の整備の検討

羽田空港におけるビジネスジェット専用動線確保に向けた調整

成田空港における専用タ ミナルとビジネスジ ト用駐機スポ ト間の新ル トの整備

25
中部空港での拠点化の検討状況を見極めて、新ターミナル等の整備についての検討

LCC
参入促進

（４）航
空ネット
ワーク
の更な
る充実

成田空港における専用ターミナルとビジネスジェット用駐機スポット間の新ルートの整備

国内外に対する情報発信

小型ビジネスジェット機の
チャーター事業に対応した
包括的な基準を策定

ビジネスジェット
利用環境整備
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３．外国人旅行者の受入の改善 平成25年９月現在

９
月 秋

12
月

通常国会

<

出
入
国

速
化
・

ファーストレーンの設置の検討・実現

検討状況を踏まえつつ、必要な措置を講じる
大型クルーズ船に対する入国審査の迅速化・円滑化に向けた新たな方策について、

次期通常国会に提出予定の改正入管法案に盛り込むべき法改正事項がないかを検討

自動化ゲートの利用を促進するための方策について検討を進める（１）出入国

26

27
国
手
続
の
迅

・円
滑
化> 検討状況を踏まえつつ、必要な措置を講じる

自動化ゲートの利用を促進するための方策について検討を進める

「信頼できる渡航者」を自動化ゲートの対象とする等の新たな枠組みを構築
することについて、次期通常国会に提出予定の改正入管法案に盛り込むべき法改正事項がないかを検討

出入（帰）国審査の迅速化のため、自治体や民間の協力を得る方策について検討を進める

審査場の混雑状況に応じて、日本人用審査ブースと外国人用審査ブースを機動的に運用し、運用状況を踏まえ、必要に応じて見直しを行う

（ ）出入国
手続の迅速
化・円滑化

訪日外国人旅行者のための利便性向上に資する施策の検討・実施

28

29

30

各交通機関モ ド（航空・鉄道・レンタカ ・バス・タクシ ・旅客船）別に意見交換会を実施

<

移

訪日外国人旅行者のための利便性向上に資する施策の検討・実施

引き続き支援を実施地域公共交通の確保・維持・改善に向けた支援を実施

31

各交通機関モード（航空・鉄道・レンタカー・バス・タクシー・旅客船）別に意見交換会を実施

引き続き、会議等の場を通じて、鉄道事業者に訪日外国人向けの企画・商品作りを促す
とともに、JNTOに対して効果的な情報発信を促す

・観光列車やクルーズ列車等の振興に向け、これらの列車に関する事例調査を実施
・会議等の場を通じて、鉄道事業者に訪日外国人向けの企画・商品作りを促すとともに、JNTOに対して効果的な情報発信を促す

成果やノウハウを他の鉄道事業者に展開
モデル事業の実施によって得られた成果や

ノウハウを、他の鉄道事業者にも展開し、地域
鉄道の活性化につなげるべく、効果を分析する

地域鉄道の再生・活性化等研究会の報告書で示された方向性を踏まえ、
観光路線等で実証実験的なモデル事業を実施

2013年度に得られた結論を踏まえ、公共交通を充実自治体や事業者など多様な関係者間での適切な役割分担と合意の下で公共交通の充実を図る仕組みの構築について結論
（１）交通機
関による快
適 円滑な

課題の整理を行い 実現時期の具体化を図る 早期実現可能な取組の実施 引き続き検討が必要な取組の検討・実施各関係団体・事業者とのヒアリング・意見交換会を実施

移
動
し
や
す

取組みを継続し、導入を加速
・超小型モビリティ等の活用による交通・移動システムの普及を図るための先導的な取組を実施

・地域や事業者による電気自動車の導入で、他の地域や事業者による導入を誘発・促進するような先駆的取組を重点支援 32
33,34,
36 37

引き続き、ＤＭＶの導入・普及を推進「ＤＭＶの導入・普及に向けた検討会」を通じて、ＤＭＶの導入・普及方策等を検討、とりまとめ

整備に向けた検討

引き続き、鉄道事業者の交通系ICカードの普及・促進に努めるとともに、
鉄道事業者の交通系ICカードの導入等に対して支援を実施する

・本年9月を「鉄道における交通系ICカードの普及・促進キャンペーン」期間として、国土交通省HP上で、各鉄道事業者の交通系IC
カードの普及・促進キャンペーンを紹介するなど交通系ICカードの普及・促進に努める

・鉄道事業者の交通系ICカードの導入等に対して支援を実施

都心直結線整備に関する調査

適・円滑な
移動のた
めの環境
整備

課題の整理を行い、実現時期の具体化を図る。早期実現可能な取組の実施、引き続き検討が必要な取組の検討・実施各関係団体・事業者とのヒアリング・意見交換会を実施

可能な方策を順次実施
「東京国際空港の望ましいアクセスのあり方に関する検討会」において、
現状と課題を整理し、対応策等について検討

す
い
環
境

取組の評価・周知、ガイドラインを踏まえた整備・改善の促進ガイドラインの検討、とりまとめ（年内目途）検討会の設置（8月～10月目途） 38

35

39

36,37

「訪日外国人旅行者の受入環境整備事業」における戦略拠点、地方拠点内に
設置された道路案内標識の英語表記の改善を先行的に実施

国会周辺の道路案内標識の英語表記の改善を試行的に実施

モデル事業の実施結果を踏まえた地域の自主的な取組の促進
事例集の活用等による他地域への普及・促進

モデル事業の実施による各地域での更なる取組の促進等

境
の
整
備> ニーズを踏まえた具体策の検討観光の安全と振興に資するよう、観光業界との一層の意見交換を図りニーズを把握

40

施策効果の把握、市場ニーズの把握

新技術への対応等更なる技術課題の解消

海外から我が国の観光地、国際空港、国際

港湾に係る歩行者移動経路情報の検索サイ
ト及び携帯用アプリケーションの作成、公開関連施策（同上）により開発済みのアプリの活用方法を検討

関連施策（ICTを活用した歩行者移動支援）の結果を「サービス導入ガイドライン」として整理

道路案内標識における英語表記の標準化

設置された道路案内標識の英語表記の改善を先行的に実施

（２）多言語対
応の改善・強
化

>

気象情報の入手手段・利活用方法等に関する紹介及び観光業界等と協力して気象庁英語版ホームページへのリンクを推進

地図データの提供、地名データの提供、情報発信のための技術的な支援

-3-
・［手ぶら観光」の促進に向けた方策の検討・実施

・現状分析、方向性・課題を検討
・試行的な取組実施

検討会の設置

（３）宅配便運送サー
ビスを利用した
「手ぶら観光」の促進

41
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３．外国人旅行者の受入の改善 平成25年９月現在

９
月 秋

12
月

通常国会

外国人利用者受入れ環境の課題の改善を実施外国人利用者受入れ環境の課題の整理（一部改善を実施）

多言語表示整備の推進

取組の評価・周知、ガイドラインを踏まえた整備・改善の促進
ガイドラインの検討、とりまとめ

（年内目途）検討会の設置（8月～10月目途）

（１）多言語対
応の改善・強

42
43

44

地域の美術館・歴史博物館が行う、関連する取組を支援「地域と共働した美術館・歴史博物館創造活動支援事業」により、関連する取組を支援

国立文化施設等において、多言語化の充実を図る

認証事業者の選定実施及び国内外への本制度の周知検討認証事業者の選定実施
「ツアーオペレーター品質

認証制度」運用開始 46

地方自治体、民間事業者等による先進的な取組等を把握し、関係者への幅広い情報発信等を通じて、無料公衆無線ＬＡＮの自主的な整備を促進

化
45

4847関係者等 ケ 調査

（２）観光産業
の外国人旅行

50

<

滞
在
し

認定観光案内所の新規募集・認定認定観光案内所の新規募集・認定認定観光案内所の新規募集・認定

1

4847
ガイドラインの普及促進

関係者等へのアンケート調査
等の実施及びガイドラインの

策定・活用方法の検討

次年度に向けた
具体策のとりまとめ

有識者、宿泊事業者により構成する研究会を設置し、
課題の整理、情報発信のあり方について検討 49

宿泊業経営検討会の結果を踏まえた地域の宿泊
業の活力を維持・増進するための取組を検討・実施宿泊業経営検討会の開催

の外国人旅行
者対応の向上

等

全国「道の駅」連絡会を通じて、各「道の駅」の観光情報提供の現状を確認し、優良な取り組みの事例を共有、情報提供

各高速道路会社に対して、各社の観光情報提供の取組みの現状を確認し、取組み事例の共有、情報提供
各高速道路会社に対して、各社の観光情報提供の取組みの現状を確認し、
取組み事例の共有、情報提供を行うとともに、内容の充実・強化を要請

・通訳案内士試験の筆記試験の免除対象を拡大

し
易
い
環
境

52

認定観光案内所のブロック別研修会認定観光案内所のブロック別研修会認定観光案内所のブロック別研修会 （2013年度・2ブロックでの開催予定）

案内所同士のネットワークの拡充及び案内所の質の向上。 ＪＮＴＯのグローバルサイトや訪日プロモーション活動を通じた情報提供の充実等

（３）観光案内
機能の強化

51

通訳案内士試験の筆記試験の免除対象を拡大
・学生が普段使っている教室で試験を受けられる準会場制度を順次導入

通訳ガイドの質・量の充実に向けた取組の推進通訳案内士制度の見直しに係る調査を実施

・訪日外国人旅行者のボランティアガイドへのアクセスを向上
・ボランティアガイドへのアクセスのあり方について、必要に応じ随時検討・見直し

公共交通機関、観光案内所、宿泊施設等への周知により
ボランティアガイドの活用を促進

ボランティアガイドへの連絡先を
都道府県・言語別にまとめたリストを

観光庁ＨＰ上に公開

日本政府観光局（JNTO)による外国人観光案内所への研修会や調査を通じ、ボランティアガイドの活用状況の把握

境
の
整
備>

53

機能の強化

地方自治体、民間事業者等による先進的な取組等を把握し、関係者への幅広い情報発信等を通じて、無料公衆無線LANの自主的な整備を促進

関係者への情報提供及び働きかけによる利用の促進・利用可能施設の拡大や表示の促進
（５）訪日外国人
旅行者の利便性

・モデル事業の実施結果を踏まえた地域の自主的な取組の促進
・様々な媒体での情報提供による他地域への普及促進等

・モデル事業やセミナーの実施
・様々な媒体での情報提供による各地域で更なる取組の促進等

（４）ムスリム旅行
者への対応

>

54

56

55

関係者への働きかけによるＡＴＭ設置の促進と利用可能ＡＴＭの情報提供の向上

検討結果の反映
税制改正要望の過程に
おいて制度の見直しも含め検討

-4-
58

57

（６）免税制度の
あり方の検討



2013年度 2014年度 2015年度～

９ 12

３．外国人旅行者の受入の改善 平成25年９月現在

９
月 秋

12
月

通常国会

関係省庁や関係者が広く連携しながら、
ニューツーリズム創出を促進するとともに、情報発信の強化を図る。

ニューツーリズム普及促進モデル事業

観光地域の魅力向上・発信による
観光地づくりのビジネス化を促進

全国78地域の魅力と取組の
内容を発信し、コンテストを

全国78地域で 資源の磨き
あげに取り組み、地域の
特色ある資源を活用した

官民協働した魅力ある観光地の再建・強化事業
において78地域を選定し、観光資源の磨き上
げ 旅 商 造成 向 組を 始

・食をはじめとする地域の多様な資源を活用する集落連合体によるグリーン・ツーリズムの取組を支援
・グリーン・ツーリズム実施地域と関係事業者等のネットワーク構築を図り、情報の共有と発信を推進

エコツーリズムを活用した地域活性化を推進するため、地域が取り組むエコツアー
プログラムの作成やモニターツアー等の活動に対して支援を実施

59

観光地づくりのビジネス化を促進
行うイベントを実施

特色ある資源を活用した
モニターツアーを造成・実施げにより旅行商品の造成に向けた取組を開始

訪日外国人旅行者に対する地域の食を活用したグリーン・ツーリズム推進のための調査を実施

・生物圏保存地域（ユネスコエコパーク）について、登録地域においてその仕組みを活用する新たな施策の展開などの検討を関係者と連携して推進するとともに、新規登録を目指す地域の取組に協力
・優れた自然景観を有し 森林浴や自然観察 野外スポーツ等に適した森林を「レクリエーションの森」に設定<

魅
力
あ

地域との連携強化に関する地方運輸局の取組状況の調査

訪日外国人旅行者のフェリー利用促進策の検討

関係団体の会議等を
通じ調査結果の周知を図る

調査結果の取りまとめ
（課題・好事例の整理）

地域との連携強化に関する
地方運輸局の取組状況の調査

２０１３年度調査検討業務等の
結果をふまえて、引き続き海洋観光
の振興に資する施策の検討

・新たな海洋基本計画に海洋観光を位置付け
・適正な海洋管理・利活用に資する海洋観光のあり方に関する調査検討業務
・海洋観光に関するシンポジウム開催

59

来年7月開催の「海フェスタ京都」、舞鶴の「海の京都」としての地域の特色ある資源を生かした、
交流人口増加のための具体策の検討

「海フェスタ京
都」開催

目標達成状況を検証し、次年度の事業に反映。

・優れた自然景観を有し、森林浴や自然観察、野外スポーツ等に適した森林を「レクリエーションの森」に設定

（１）ニュー
ツーリズムの

創出あ
る
観
光
地

・「マラソン・ジャパン」等の開催による訪日外国人の増加に取り組む。
・JSTAと連携して「地域スポーツコミッション」の設立を計画的に支援する。

一般社団法人日本スポーツツーリズム推進機構(JSTA)等との連携を強化し、
スポーツツーリズム推進のためのオールジャパン体制を確立する。

引き続き関連事業者のネットワーク強化等により、受入環境を整備する。
医療と連携した観光に取り組む関連事業者のネットワーク強化により受入環境を整備するとともに、海外市場
調査および海外への情報発信を実施し国内関係者にフィードバックすることで、推進体制の強化を図る。

海外投資家等を対象とした建築物等に係るインフラツーリズムの取組を推進

２０１３年度の調査結果を踏まえて、
インフラツーリズムをさらに推進

インフラツーリズムのモデル調査を実施（建築物等、港湾（橋梁））

インフラツーリズムのモニターツアーを実施（ダム）

「海の駅」における訪日外国人誘致策の検討 全国の「海の駅」にフィードバック、ネットワークの強化

地
域
づ
く
り

外国人旅行者の為の案内看板の設置
左記の取り組みのさらなる推進

・河川、ダム、砂防施設等を観光資源として活用するための取組 （観光コースの開発やイベントの開催等）
・パンフレット・PR動画の作成・更新・配布（ツアー会社等へも配布）
・HPの改善（イベントカレンダーの掲載、来訪者の感想書き込み掲示板の設置等）

60

61
引き続き、内閣府と連携しつつ、沖縄振興一括交付金（内閣府）

を 活用し、沖縄県において沖縄観光振興の取組を実施
目標達成状況

の検証
内閣府と連携しつつ、沖縄振興一括交付金（内閣府）を活用し、沖縄県において沖縄観光振興の取組を実施

引き続き、各自治体と連携し、観光振興の取組を含む離島振興の取組を実施。
また、観光に関するニーズの把握及び関係自治体への取組内容の情報共有を図る。

実施報告の
とりまとめ

・観光に関する取組に離島活性化交付金を活用できる点について、各自治体に説明
・各自治体と連携し、観光振興を含む離島振興の取組を実施

海外投資家等を対象とした建築物等に係るインフラツ リズムの取組を推進

り> インフラプロジェクトの整備等を契機として
観光振興の取組を強化

当該年度の進捗状況や供用情報の共有、次年度
の取組の把握・連携プロジェクトの確認

継続的に観光行政とまちづくり行政の連携による、
民間事業者等との情報共有促進

観光地における街なみ環境の
整備モデルとなる取組事例の蓄積

街なみ環境の整備改善事業
等の支援の実施

観光にも配慮した河川整備とともに、観光庁のプロモーションや観光振興策の取組と連携して、河川の魅力を活用
した地域の観光を積極的に支援するとともに、広く情報を発信。

河川空間を利用
したまちのにぎわい
の創出

国土交通省内に「インフラ整備等と一体となった
観光振興連絡調整会議」を設置

（２）インフラ
プロジェクトと

ホテル・旅館等の耐震化促進による安心して楽しめる観光・交流空間の創出
①ホテル・旅館等観光地の建築物の耐震化（改修・建て替え等）の促進
②ホテル・旅館等建築物の防災拠点（災害時の避難場所）としての位置づけ

により、住宅・建築物安全ストック形成事業、耐震対策緊急促進事業、優良建築物等整備事業、街並み環境整備事業等における総合的支援

大規模なホテル・旅館等の耐震診断結果の公表
（地域における建築物の個別の状況や営業上の競争

環境等にも十分に配慮して丁寧に運用）
大規模なホテル・旅館等の耐震診断結果の報告（期限：平成２７年１２月３１日）

宿泊施設等の耐震安全性について、国内外へ幅広く情報発信

街なみ環境の

整備と観光振興
の連携強化

62
プ ジ クトと
連動した観光

振興

-5-



2013年度 2014年度 2015年度～

９ 12

３．外国人旅行者の受入の改善 平成25年９月現在

９
月 秋

12
月

通常国会

観光地域の魅力向上・発信による
全国78地域の魅力と取組の全国78地域で 資源の磨き

あげに取り組み 地域の
官民協働した魅力ある観光地の再建・強化事業

・地域におけるコンサルティングの実施 ・ＪＮＴＯ海外事務所にてプロモーションを実施
・マーケット研究会、個別相談会の実施 ・インバウンド旅行振興フォーラムの実施

・地域コンサルティング窓口（仮称）の設置 ・マーケット研究会、個別相談会の実施
・インバウンド旅行振興フォーラムの実施 ・ １～２の地域におけるコンサルティング実施 63

観光地域の魅力向上・発信による
観光地づくりのビジネス化を促進

地域のブランド確立のための取組を促進することを通じた
新たな発想による観光地域づくりを促進

地理空間情報活用による新事業の創出・展開に資する手引きを活用し、
地理空間情報活用による観光地域づくり等を普及促進

地理空間情報を活用した観光に関わる新サービス・新事業の試行・検証、手引きの作成

観光地域のブランド確立のための取組手法の検討

内容を発信し、コンテストを
行うイベントを実施

外国人誘客に向けた先進的取組事例や外国人誘客にあたっての課題についての情報共有「観光立国推進のための不動産関係事業者協議会」を設置 開催

64

65

あげに取り組み、地域の
特色ある資源を活用した

モニターツアーを造成・実施

において78地域を選定し、観光資源の磨き上
げにより旅行商品の造成に向けた取組を開始

<

魅
力
あ

外国人誘客に向けた先進的取組事例や外国人誘客にあたっての課題についての情報共有。「観光立国推進のための不動産関係事業者協議会」を設置、開催

交流人口を拡大させる団体や国内MICEを推進する団体の募集 66

65

67
美しい景観の一端を担う道路における無電柱化の推進

日本風景街道における案内看板、案内マップの取り組みについて、
活動団体等との意見交換を行い、ノウハウ等を取りまとめ、情報発信

日本風景街道における緑化の取り組みについて、活動団体等
との意見交換を行い、ノウハウ等をとりまとめ情報発信

（３）地域の観
光ポテンシャあ

る
観
光
地

・自転車ネットワーク計画策定・自転車通行空間の整備
・自転車ネットワーク計画の策定状況及び自転車通行空間整備量の調査・公表
・歩道等の道路空間にレンタサイクルの駐輪場を確保

食をはじめとする地域の多様な資源を活用する集落連合体によるグリーン・ツーリズムの取組を支援

69

68
先行事例の収集やＨＰでの紹介等

国際会議やホームページ等を活用し石川県七尾市で開催された世界農業

光ポテンシャ
ルの最大化

訪日外国人旅行者に対する地域の食を活用したグリーン・ツーリズム推進のための調査を実施

地
域
づ
く
り

・国立公園における地域と協働した管理運営体制の構築 ・ジオパーク等の地域の取組と国立公園の連携事業の実施
71

70引き続き、内閣府と連携しつつ、沖縄振興一括交付金（内閣府）
を 活用し、沖縄県においてインバウンド拡大の取組を実施

目標達成状況
の検証

内閣府と連携しつつ、沖縄振興一括交付金（内閣府）を活用し、沖縄県においてインバウンド拡大の取組を実施

奄美・琉球の世界自然遺産登録に向けた準備・手続き奄美・琉球の世界自然遺産推薦候補地域に関する検討

既存の世界自然遺産地域の保全管理

国際会議やホームページ等を活用し、
我が国の世界農業遺産について情報発信

ＨＰで情報発信
石川県七尾市で開催された世界農業
遺産国際会議において情報発信

り> ・専門家等による質の高い自然環境資源の保全管理や利用サービス向上 ・富士山地域の保全管理の強化
・慶良間諸島の国立公園指定など、我が国を代表する貴重な自然地域について国立公園の新規指定等を進める

事業計画策定・事業実施
・地域自然資源活用重点整備運営事業の事業地の抽出
・地域自然資源活用重点整備運営事業の事業計画の検討

プロジェクトの立ち上がり段階における専門家派遣や社会実験、
関係者の合意形成など、ソフト分野を中心として、包括的に支援

先導性・持続性のある被災地の観光に
ついての先進事例を公募・選定

71

72
73

74

復興ツアーの実施情報発信業務の実施

・自然観光資源調査、組織化・人材育成、エコツアープログラムの検討・試行、情報発信・プロモーションの実施 -6-

・三陸復興国立公園、
「みちのく潮風トレイル」の
整備・利用の推進

・三陸復興国立公園の整備・利用の推進
・「みちのく潮風トレイル」全路線設定（2015年度中）、整備・利用の推進

・三陸復興国立公園創設（5月）、
整備・利用の推進
・「みちのく潮風トレイル」一部開通
（秋）、整備・利用の推進

（４）被災地に
おける旅行需
要の喚起



2013年度 2014年度 2015年度～

９ 12

４．国際会議等（ＭＩＣＥ）の誘致や投資の促進 平成25年９月現在

９
月 秋

12
月

通常国会

都市間連携強化、国際的なアライアンスへの加盟を促進

世界トップレベルの誘致能力・体制・受入環境の整備（潜在需要の掘り起こし、マーケティング能力の向上支援等）
「グローバルＭＩＣＥ
戦略都市」の選定

75

産業界・学会と自治体・コンベンションビューローの連携体制の構築

ＭＩＣＥアンバサダーを活用した誘致活動

地域のＭＩＣＥ誘致活動の支援

情報共有、誘致取組強化のための連携体制の構築

在外公館、招請レターを活用した誘致活動

実施状況等を踏まえ、取組を促すＭＩＣＥ誘致・開催に関する政府一体的な枠組みを構築

ＭＩＣＥ相談窓口の設置

75
76
77
78
79
80
81国際的な有力者をＭＩＣＥアンバサダーに任命し、ＭＩＣＥアン

バサダ を中心とする誘致支援体制を構築

（１）国を挙げ
た一体的なＭ
ＩＣＥ誘致体制 ＭＩＣＥアンバサダ を活用した誘致活動

実施状況等を踏まえ、具体策に向けた検討を行う
研究者等のサポート環境整備するため、大学関係者や関係
府省庁からなる検討枠組みを構築

関係事業者の連携体制の構築等を促進

国・都市の成長分野をターゲットとした誘致／ビジネス構築や文化発信の場として活用

81
82
83
84
85
86

ミーティング・インセンティブ誘致促進ミ テ グ イ セ テ ブ市場調査の実施ミ テ ング インセンテ ブの誘致戦略を構築するため 取組方針を検討

バサダーを中心とする誘致支援体制を構築の構築

87

88民間事業者等による協議会運営
ユニークベニュー開発・利用促進
国や自治体の文化施設・公共空間の利用開放等を進め、イベントの活性化を行う

ミ ティング インセンティブ誘致促進
戦略の構築

ミーティング・インセンティブ市場調査の実施

会議関連施設や宿泊施設の整備等について、各種取組の検討及び、官民等関係者への働きかけを実施

ユニークベニュー協議会を設置
（施設関係者、利用事業者、自治体、
関係省庁等）

ミーティング・インセンティブの誘致戦略を構築するため、取組方針を検討

（２）都市のＭ
ＩＣＥ受入環境

の整備

89実施状況等を踏まえ、必要な取組を引き続き実施
共同行動計画に基づき
具体的な連携実施

観光庁、日本政府観光局（ＪＮ ＴＯ）、
経済産業省、日本貿易振興機
（ＪＥＴＲＯ）の４者にて共同行動
計画を策定（6月20日）

（３）共同行動計
画による関係機

構の連携

統合型リゾート（IR）について、IR推進法案の制定の前提となる犯罪防止・治安維持、
青少年の健全育成、依存症防止などの観点から問題を生じさせないために必要な
制度上の措置の検討を関係府省庁において進める

（４）ＩＲ 90

その他の国際競技大会の招致・開催準備支援

ラグビーワールドカップ２０１９の開催準備支援

２０２０年オリンピック・パラリンピック競技大会の開催準備支援大会組織委員会設立準備開催都市決定
（５）国際競技大
会の招致・開催

の支援等

-7-

91


